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高齢者医療制度の改善を！ 70-74歳の医療費へ値上げやめて！ 
  

  北海道の後期高齢者の所得は、58.2％（400,608人）が「所得

なし」です。下がり続ける年金額、相次ぐ保険料の値上げで、高齢者

の暮らしは、ますます大変になっています。 

民自公３党は、今月の国会で、年金の引き下げ法をほとんど審議も

せず、成立させました。今後、3 党の談合で成立させた「社会保障制

度改革法」を具体化し、さらに改悪しようとしています。この法律で

は、「今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じ

て、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結

論を得ること」としていますが、自民党公約では、「現行の制度を基本

とする」としています。また、70-74 歳の医療費も段階的に２倍にし

ようとしています。（右図は 2009年の民主党のチラシです） 

日本維新の会の橋下代表代行に至っては、「医療、年金、介護が日本

を滅ぼす」と「国民のみなさん我慢してください」という始末です。 

来月 16日に衆議院選挙が行われます。保険料、窓口負担も経済的に心配のない制度をつくる絶好のチ

ャンスです。がんばりましょう。   

 

１１年度も 後期高齢者から差し押さえ！前年の1.3倍に  
      ― ２６自治体、１１３件 ８８４万円 ― 

      
 

北海道後期高齢者医療広域連合で、2011 年度、26 自

治体で 113件の差し押さえがあったことがわかりました

（2010年度は 22自体体 78件でした）。 

また、2011 年度（2012.6.1 現在）分の保険料滞納被

保険者数は 7463 人、滞納繰越額は金額 323,259,218 円

でした。2008年度からの滞納繰越額合計は 627,529,822

円です。 

後期高齢者医療制度の保険料は、年金から天引きされ

ますが、年額１８万円未満の年金を受給している方など

は年金から天引きされません。こうした低所得者の方か

ら差し押さえている可能性もあります。 

 

   

北海道後期高齢者広域連合と 

11月 29日(木)16時懇談します。 

  
保険料値上げ、差し押さえ、一部負担減免             

金や今度の制度の動向などについて懇談 

します。 

  
参加ご希望の方は、道社保協までにお知らせ 

ください。 
 


